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掛川市規則第２０号

掛川市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２６年３月２６日

掛川市長

（別紙）
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掛川市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則

掛川市国民健康保険税条例施行規則（平成17年掛川市規則第88号）の一部を次のように改正する。

様式第１号（３枚目）を次のように改める。
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（３枚目）

静岡県掛川市 納付書原符兼払込金受領証 領 収 証 書
納入済通知書 （掛川市） （掛川市）

※
合計金額 こ お

円 の 問
領 い

収納機関 納付 確認 納付 収 通知番号 合
番 号 番号 番号 区分 証 わ

期 別 書 納付番号 せ
納 期 限 通知 は 窓

期別 通知番号 ５ 納付者氏名 口
取扱期限 番号 年 は

納付番号 間 裏
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 大 面

納付者氏名 切 に
に 記

※ 保 載
切 管 し

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ り し て
取 て 税 額 円 お

延滞金 □ □,□ □ □,□ □ □ 円 総合計 円 ら く り
な 税 額 円 だ ま
い さ す。

納 で い。 延滞金 円
氏 お

付 出 延滞金 円 合計金額 円
名 領 し 左

者 く 合計金額 円 取扱期限 記
収 だ の

さ 納 期 限 金
コ （ご注意） 日 い。 額

収 金額を訂正 取扱期限 を
ン した場合、 付 領

納 コンビニエ 収
ビ ンスストア 印 主 管 課 名 し

用 では納付で ま
ニ きません。 領 し

た。
（掛川市／コンビニ本部控） 静岡県 収 領収日付印

掛川市 日 収入印紙不要

付

印

（納付者控）
（金融機関／コンビニ店舗控）

（注）裏面には、納付場所等を記載する。
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様式第３号を次のように改める。
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様式第３号（第２条関係）

国民健康保険税減免承認（不承認）通知書

年 月 日

様

掛川市長 氏 名 印

年 月 日付けで申請された国民健康保険税（ 年度分）の減免申請につ

いて、次のとおり承認（不承認）することとしたので、通知します。

区 分 年税額 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

当初税額

減免税額

決定税額

不承認の理由

備 考

（注）この決定に不服がある場合には、この通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、

市長に対して異議申立てをすることができます。この処分の決定の取消しを求める訴えは、

前記の異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告と

して（市長が被告の代表者となります｡)提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起す

ることができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か月を経過しても

決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため

緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を

経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
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附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。


